
介護ロボット普及モデル事業のご案内
平成２６年度

介護ロボットとは？

　昨年度に引き続き福祉のまちづくり研究所では、公益財団法人テクノエイド協会から

の指定を受け、「介護ロボット普及モデル事業」を実施しています。この事業は経済産

業省と厚生労働省がすすめている「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」の一環で

あり、市販化されている介護ロボットを活用した援助技術の普及啓発を行うものです。

　介護従事者の腰痛発生件数の増加や、現場のマンパワー不足が深刻化している中で、

少しでも高齢者の方の自立した生活や、介護者の負担軽減に役立つロボットの普及につ

ながるよう推進してまいります。

公益財団法人　テクノエイド協会
「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」に関するホームページ

http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml

＊参考資料

　「介護ロボット」の法的な定義づけは、未だありません。モデル事業の要綱で対象となる介護ロボット
の範囲は、①ロボット技術を適用して、従来の福祉用具ではできなかった優位性を発揮する福祉用具で既
に商品化され、現時点では需要が顕在化していなくとも、潜在的な需要が見込まれる機器、②技術革新や
メーカー等の製品開発努力等により、新たに開発されるもので、従来の機器では実現できなかった機能
を有する機器とされています。
　経済産業省と厚生労働省では、平成 25 年度から「移乗介助（装着型）」、「移乗介助（非装着型）」

「移動支援」、「排泄支援」「認知症の方の見守り」の５分野を重点分野として、開発支援がすすめられて
いいます。

福祉用具
展示ホール




